
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 

１．基本的な考え方 

当社グループは、「ビジョン」と「経営理念」を定め、経営戦略の策定や経営の意思決定の基本方針としています。 
 
＜ビジョン＞ 
ソニーフィナンシャルホールディングスグループは、金融の持つ多様な機能(貯める、増やす、借りる、守る)を融合して、お客さま一人ひとりの経 
済的ニーズに合わせた付加価値の高い商品と質の高いサービスを提供することにより、お客さまから最も信頼される金融サービスグループにな 
ることを目指しています。 
 
＜理念＞ 
－お客さま本位 
私たちは、お客さまが安心して豊かに暮らせるお手伝いをさせていただくために、お客さま一人ひとりの「声」を真摯に受けとめ、お客さまに満足さ 
れる商品とサービスを提供します。 
 
－社会への貢献 
私たちは、金融サービス事業に特段の公共性が求められることを自覚し、高い倫理観と使命感をもってビジョンを実現し、社会に貢献します。ま 
た、社会の一員として、よき市民としての責任を果たします。 
 
－独自性の追求 
私たちは、常に原点から発想し、慣例等にとらわれず創造と革新を追求します。 
 
－自由豁達な組織文化 
私たちが目指す金融サービス事業では、社員一人ひとりの貢献が重要であると認識しています。私たちは、個性を活かし、能力を十二分に発揮 
できる自由豁達な組織文化を支持します。 
 
「ビジョン」に掲げた「お客さまから最も信頼される金融サービスグループになること」を実現するため、傘下のグループ各社の沿革、規模、業態な 
どの差異を踏まえた上で、グループ各社の持つ事業特性・情報などを有効活用し、グループ一体の経営を行うことを目指しています。 
 
その前提として、何より業務の健全性および適切性を確保していくことが最重要課題であると認識しており、グループ全体のコンプライアンスとリ 
スク管理を重視した経営組織体制を構築しています。グループ会社は、それぞれの業態・業務・規模等に応じたコンプライアンス態勢およびリスク 
管理態勢を構築していますが、当社は持株会社としてグループ各社の状況を常に把握し、その推進を図っています。 
 
当社の取締役人数は9名であります。グループ経営を効率的に行うため、当社の代表取締役1名および業務執行取締役1名が子会社の取締役を 
兼職し、また、子会社の代表取締役3名が当社の取締役を兼職しております。当社はソニー株式会社を親会社とする親子上場の子会社であるこ 
とから、少数株主の利益保護のため、2名を社外取締役（当該社外取締役は、株式会社東京証券取引所が一般株主保護のため確保することを 
義務づけている独立役員にも指定されています。）としております。 
 
また、監査役人数は5名であり、そのうち3名が社外監査役であります。各監査役は、監査役監査基準に則り監査役会で策定された監査方針およ 
び監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や、業務および財産の状況調査をとおして、取締役の職務執行を監督してい 
ます。 
 
当社は、グループ各社の経営を尊重しつつ、所要のモニタリングなどの経営管理をとおして、グループ企業価値の最大化を目指してまいります。  

２．資本構成 

【大株主の状況】

 

コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCE Sony Financial Holdings 

最終更新日：2011年11月30日

ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社
代表取締役社長 井原勝美

問合せ先：広報・IR部 03-5785-1074

証券コード：8729

http://www.sonyfh.co.jp/

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

外国人株式保有比率 20%以上30%未満

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

ソニー株式会社 261,000,000 60.00

ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ ロンドン エス エル オムニバス アカウント 24,331,428 5.59

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 11,237,800 2.58

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口) 9,623,291 2.21

ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 4,935,574 1.13

ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505103 3,746,159 0.86

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９） 3,691,100 0.84

ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505225 3,475,603 0.79



補足説明 

―――  

３．企業属性 

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 

当社グループは、ソニーグループと協力関係を保ちながら事業展開する方針でありますが、一方で独自の経営方針及び経営戦略に基づき、独 
立した活動を展開しており、事業分野が異なることから一定の独立性が確保されていると考えます。親会社であるソニー株式会社（支配株主）と 
の取引等を行う際は、当該取引等の必要性および当該取引等の条件が第三者との通常の取引の条件と著しく相違しないことを十分に確認するも 
のとします。  

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 

1.ソニー株式会社との資本関係について 
当社は、親会社であるソニー株式会社から、当社の取締役、監査役の選任・解任や合併等の組織再編、重要な資産・事業の譲渡、定款の変更 
および剰余金の配当等、株主の承認が必要となるすべての事項に関して、他の株主の意向や利益にかかわらず、今後も影響を受ける可能性が 
あります。 
 
2.ソニーグループとの役員の兼任について 
当社においては、ソニー株式会社の安田 隆二氏（同社 社外取締役）および加藤優氏(同社執行役 EVP CFO）が取締役に、長坂 武見氏（同社 
業務執行役員 SＶＰ 経理部門長）が監査役に就任しております。子会社のソニー損害保険株式会社においては、ソニー株式会社の中川 隆之 
氏（同社 経理部門 連結経理部課長）が監査役に就任しており、ソニー銀行株式会社においてはソニー株式会社の竹中 英道氏（同社 経理部門  
企画・業務管理部 マネジャー）が監査役に就任しております。当社グループに対するソニー株式会社の出資比率が変更される等の理由により、 
当社グループとソニーグループの関係が変動すると、これらの人的関係も変動する可能性があります。 
 
3.「ソニー」の商号・商標使用について 
当社および当社グループ各社は、ソニー株式会社との間で商号・商標使用許諾契約を締結しており、これに基づき「ソニー」の名称を使用するこ 
とを許諾されています。これらの契約に基づく「ソニー」の名称を使用する当社グループの権利は、ソニー株式会社が当社の議決権の過半数を継 
続所有すること、当社グループ各社については当社の当該会社に対する議決権割合が減少しないこと等が条件となっています。    
これらの契約に基づき、当社グループはソニー株式会社にロイヤリティを支払い、また、契約で定められた使用目的以外に「ソニー」の名称を使 
用する等の場合は事前にソニー株式会社の承認を得なければなりません。「ソニー」の名称は、当社グループのブランド認知度や成長に貢献し 
ていると考えており、ソニー株式会社による当社の株式保有比率の低下等により上記商号・商標使用許諾契約が終了する場合には、当社グルー 
プの営業、マーケティング、業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 
 

ガバメント オブ シンガポール インベストメント コーポレーション ピー リミテッド 3,443,701 0.79

サジヤツプ 3,017,400 0.69

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 ソニー株式会社 （上場：東京、大阪、海外） （コード） 6758

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 保険業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1兆円以上

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

１．機関構成・組織運営等に係る事項 

【取締役関係】 

会社との関係(1) 

※１ 会社との関係についての選択項目 

会社との関係(2) 

【監査役関係】 

組織形態 監査役設置会社

定款上の取締役の員数 12 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 9 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

氏名 属性
会社との関係(※１)

a b c d e f g h i
池田 靖 弁護士    ○    ○  

山本 功 他の会社の出身者    ○ ○   ○  

a 親会社出身である

b 他の関係会社出身である

c 当該会社の大株主である

d 他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している

e 他の会社の業務執行取締役、執行役等である

f 当該会社又は当該会社の特定関係事業者の業務執行取締役、執行役等の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者である

g 当該会社の親会社又は当該親会社の子会社から役員としての報酬等その他の財産上の利益を受けている

h 本人と当該会社との間で責任限定契約を締結している

i その他

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明
当該社外取締役を選任している理由（独立
役員に指定している場合は、独立役員に指

定した理由を含む）

池田 靖 ○ ―――

池田 靖氏は、三宅・今井・池田法律事務所パ 
ートナーとして活動されており、また、当社と特 
別の利害関係もないことから、社外取締役およ 
び独立役員として、職務を適切に遂行していた 
だけるものと判断しております。

山本 功 ○ ―――

山本 功氏は、長年にわたる証券アナリスト業 
務および財務・Ｍ＆Ａのアドバイザリー業務の 
経験を有しており、また、当社と特別の利害関 
係もないことから、社外取締役および独立役員 
として、職務を適切に遂行していただけるものと 
判断しております。



監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 

監査役は、会計監査人（あらた監査法人）から、定期的に監査計画および監査結果の報告を受けているほか、適宜、情報交換を行っております。  
監査役は、内部監査部門（監査部）から、定期的に内部監査計画および内部監査結果の報告を受けているほか、適宜、情報交換を行っておりま 
す。また、子会社の内部監査部門からそれぞれの内部監査結果の報告も受けております。  

会社との関係(1) 

※１ 会社との関係についての選択項目 

会社との関係(2) 

【独立役員関係】 

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 5 名

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

0 名

氏名 属性
会社との関係(1)

a b c d e f g h i
佐野 宏 他の会社の出身者    ○      

長坂 武見 他の会社の出身者 ○   ○      

上田 ひろし 他の会社の出身者    ○   ○   

a 親会社出身である

b その他の関係会社出身である

c 当該会社の大株主である

d 他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している

e 他の会社の業務執行取締役、執行役等である

f 当該会社又は当該会社の特定関係事業者の業務執行取締役、執行役等の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものである

g 当該会社の親会社又は当該親会社の子会社から役員としての報酬等その他の財産上の利益を受けている

h 本人と当該会社との間で責任限定契約を締結している

i その他

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明
当該社外監査役を選任している理由（独立
役員に指定している場合は、独立役員に指

定した理由を含む）

佐野 宏  ―――

佐野 宏氏は、企業監査に関する高い見識と幅 
広い分野に亘る業務経験を有していることか 
ら、これらの経験を活かして社外監査役として 
の役割を果たしていただけるものと判断してお 
ります。

長坂 武見  ―――

長坂 武見氏は、公認会計士の資格を有してお 
り、ソニー株式会社において長年、経理業務に 
従事し、財務および会計に関する相当程度の 
知見を有していることから、これらの経験を活 
かして社外監査役としての役割を果たしていた 
だけるものと判断しております。

上田 ひろし  ―――

 上田 ひろし氏は、企業監査に関する高い見 
識と国内外における幅広い分野に亘る業務経 
験を有していることから、これらの経験を活かし 
て社外監査役としての役割を果たしていただけ 
るものと判断しております。

独立役員の人数 2 名



その他独立役員に関する事項 

当社は、社外取締役2名を独立役員として指定しております。 

【インセンティブ関係】 

該当項目に関する補足説明 

退職慰労金については、在任時の年額報酬の20％を基準年額として、基準年額の一定割合（代表取締役は70％、代表取締役以外は80％）を現 
金で計算する普通退職慰労金、残り（代表取締役は30％、代表取締役以外は20％）を当社の株式数に換算する株価連動退職慰労金（退任の 
際、株式数に直近１年間の平均株価を乗ずる）とする社内規則を定めております。  

該当項目に関する補足説明 

―――  

【取締役報酬関係】 

該当項目に関する補足説明 

当社は、個別報酬の開示をしておりません。  

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 

当社は、会社役員の報酬等の額またはその算定方法の決定方針を以下のように定めており、事業報告および有価証券報告書にて開示しており 
ます。 
 
取締役会の決議により定められた業務執行取締役および社外取締役の報酬等の内容の決定に関する方針は次のとおりであります。 
なお、社外取締役を除き、業務執行を行わない取締役に対しては、原則として報酬を支給しないものとしております。 
 
業務執行取締役および社外取締役の個人別報酬等については、取締役会での諮問決議に基づき報酬等諮問委員会で審議を行い、その答申を 
受けて決定いたします。  
  
 a.業務執行取締役 
  業務執行取締役の主な職務は、当社および当社グループ全体の経営責任者として企業価値を持続的に向上させることにあることから、業務  
  執行取締役に対する報酬は優秀な人材を確保することとともに、業績向上に対するインセンティブとして有効に機能させることを主眼に固定部 
  分・業績連動部分のバランスを勘案し決定することを基本方針としております。 
 
  （ア）報酬について 
    ・代表取締役社長、代表取締役副社長等の役位に応じた固定部分と、当社および当社グループ全体の業績および職務に応じた業績連動 
     部分としております。 
    ・業績連動部分は当社および当社グループ全体の経営目標の達成状況と職務の遂行状況等により基準額に対して０％から200％の範囲 
     で変動いたします。 
 
  （イ）水準について 
    ・優秀な経営人材を確保するために、相応しい報酬水準といたします。具体的決定にあたっては第三者による企業経営者の報酬に関する 
     調査結果などを勘案いたします。 
 
  （ウ）退職慰労金について 
    ・各在任年度毎に報酬の一定割合相当額を引き当て、退任時に累積額を支給いたします。なお、引当額の一定割合については当社の株式 
     数に置き換えて擬似的に株式数を付与し、退任時に累積株式数を株式時価に換算して支給いたします。  
  
 b.社外取締役 
   社外取締役の主な職務は、業務執行取締役による職務執行の監督および監視をもって経営の透明性・客観性を高めることにあること 
   から、社外取締役に対する報酬は優秀な人材を確保することとともに、その監督・監視機能を有効に機能させることを主眼に固定報酬と 

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

その他

ストックオプションの付与対象者

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

報酬の額又はその算定方法の決定方
針の有無

あり



   して決定することを基本方針としております。  
 
   （ア）報酬について 
    ・役割に応じた固定額としております。 
 
   （イ）水準について 
    ・優秀な経営人材を確保するために、相応しい報酬水準といたします。具体的決定にあたっては第三者による企業経営者の報酬に関する 
調査結果等を勘案いたします。 
 
   （ウ）退職慰労金について 
    ・ありません。  
  
 c.監査役 
  監査役の主な職務は、業務監査および会計監査を行うことで会社経営の透明性・客観性を確保することにあることから、監査役に対する報酬 
は優秀な人材を確保することとともに、その監査機能を有効に機能させることを主眼に固定報酬として決定することを基本方針としております。 
  
  
  （ア）報酬について 
   ・役割に応じた固定額としております。 
  
  （イ）水準について 
   ・優秀な人材を確保するために、相応しい報酬水準といたします。具体的決定にあたっては第三者による監査役の報酬に関する調査結果等 
    を勘案いたします。 
  
  （ウ）退職慰労金について 
   ・役割に応じた固定額としております。  

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】 

社外取締役および社外監査役への情報伝達、取締役会資料の事前配布等は経営企画部が行っております。  

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要） 

当社は、監査役会設置会社であり、社外取締役の選任と監査役会の連携により、コーポレート・ガバナンス体制の強化を図っております。 
現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要は以下のとおりであります。 
 
 
a.取締役会 
(ア) 
当社は、ソニー生命、ソニー損保およびソニー銀行を直接の子会社とする純粋持株会社であります。グループ経営を効率的に行うために、 取 
締役９名のうち、当社の代表取締役1名、業務執行取締役1名が子会社の取締役を兼職するとともに、子会社の代表取締役3名が当社の取締 
役を兼職しております。 
 
（イ） 
当社は、外部視点の導入や少数株主の利益保護を目的として、取締役9名のうち、2名を独立性の高い社外取締役（東京証券取引所が定め 
る独立役員に指定しております。）としております。 
 
(ウ) 
取締役会は、会社の重要な日常業務の執行に係る協議、決定を「経営会議」に一部委任しております。「経営会議」は、常勤の取締役、執行 
役員および取締役会の決議により選任された役職員により構成され、原則として、毎月2 回開催されております。「経営会議」には非常勤取締 
役および監査役も出席することができます。 
 
b.監査役 
(ア) 
監査役5 名のうち、3 名が社外監査役であります。 
(イ) 
常勤監査役は、社外取締役(独立役員）、内部監査担当役員および内部監査担当社員と連携し、経営に対する監督機能の強化に取り組んで 
おります。 
 
c.内部監査 
当社は、他の業務執行部門から独立した内部監査担当部署として「監査部」を設置し、専任社員を配置しております。 
 
d.会計監査 
当社は、会計監査人として「あらた監査法人」を選任しております。 
 
e.役員の報酬決定 
当社は、当社の取締役ならびに子会社の代表取締役報酬について個人別報酬案を決定するプロセスを明確化するために「報酬等諮問委員会 
規則」を定め、これらの審議を行う機関として当社の社外取締役を含む取締役若干名で構成する「報酬等諮問委員会」を設けております。「報 
酬等諮問委員会」は、必要の都度、当社および子会社の取締役会から諮問を受け、審議結果をそれぞれの取締役会に答申しております。  

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由 

当社は、純粋持株会社であるため、親子間で役員が兼職する現在の体制がグループ経営上、効率的であると考えております。また、当社は、ソ 
ニー株式会社を親会社とする親子上場の子会社であるため、外部視点の導入や少数株主の利益保護を目的として、独立性の高い社外取締役 
（東京証券取引所が定める独立役員にも指定しております。）を拡充し、社外取締役と監査役が連携して経営を監督する体制を構築しておりま 
す。少数株主の利益保護を果たしながら、グループ経営を効率的に行い、企業価値を高める体制として、現体制が最も適切であると考えておりま 
す。 



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況 

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況 

２．ＩＲに関する活動状況 

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 株主総会の17日前に発送しております。（株主総会は6月24日。招集通知の発送は6月6日。）

集中日を回避した株主総会の設定 平成23年6月24日に開催し、集中日（6月29日）を回避しております。

電磁的方法による議決権の行使
(1)インターネットによる議決権行使を導入しております。 
(2)(株)ＩＣＪが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームによる議決権行使を 
導入しております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環
境向上に向けた取組み

機関投資家の議決権行使環境向上のため、議決権電子行使プラットフォームへ参加、招集通 
知の一部英訳、招集通知の早期発送を行っております。

招集通知（要約）の英文での提供 招集通知の一部を英訳しております。

補足説明
代表者自身
による説明

の有無

個人投資家向けに定期的説明会を開催
2010年12月に個人投資家向けにWEB説明会を実施、また、2011年3月に東京 
証券取引所が主催する個人投資家向けIRフェスタにを参加しております。今 
後も個人投資家向けの説明会を継続的に開催する予定であります。

あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

四半期毎の決算発表日に当社役員および各事業セグメントを代表する子会
社 
の財務担当役員に相当する役員によるアナリスト・機関投資家向けの電話会 
議方式による説明会を実施しております。また、年1回経営方針説明会を実施 
しております。

あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催
各地域年1回程度を目処に、当社の実質株主となっている機関投資家が既に 
多く存在する欧米や将来実質株主となりうる機関投資家が増加傾向にあるア 
ジアを中心に、個別訪問による説明を行っております。

あり

IR資料のホームページ掲載
決算短信、その他の適時開示資料、有価証券報告書、ディスクロージャー誌 
等を当社ホームページに掲載しております。また、英文開示資料についても、 
和文開示資料との間で実質的に重大な格差が生じないよう努めております。

IRに関する部署（担当者）の設置 広報・ＩＲ部を設置しております。

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの
立場の尊重について規定

健全な事業活動を営むためには、ステークホルダーの関心に配慮して経営上の意思決定を行 
う必要があることを認識し、事業を遂行するよう努力することを「行動規範」に掲げております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施
当社では、「CSR基本方針」を定めており、当社グループ各社において、ボランティア活動、募金 
活動、ＩＳＯ14001（環境マネジメントシステムの国際規格）の取得およびグリーン電力の利用シ 
ステムの導入などさまざまな社会貢献・環境活動を行っております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項 

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 

＜内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況＞ 
 
 
当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、取締役会において「内部統制構築の基本方針」を次のとおり決定しており、この方針に基づいて 
内部統制システムを適切に構築し、運用しています。 
 
 
（内部統制システム構築の基本方針） 
 
１．取締役および使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 
(1)取締役会は、法令等遵守の基本方針として行動規範を定め、当社の役員、社員および子会社に周知する。 
(2)取締役会は、法令等遵守の具体的な手引書としてコンプライアンス・マニュアル、具体的な実践計画としてコンプライアンス・プログラムを定め 
る。 
(3)取締役会は、コンプライアンス担当部署を設置し、コンプライアンス・プログラムの推進に取り組む。コンプライアンス担当部署は、定期的にコン 
プライアンス・プログラムの進捗状況を取締役会に報告する。 
(4)取締役会は、 「反社会的勢力排除に関するグループ基本方針」を定め、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で対応するものとし、同方針 
を実現するために必要な態勢を整備する。 
(5)取締役会は、社内通報制度を定め、その利用方法を当社の役員、社員および子会社に周知する。社内通報制度は、経営方針、事業活動ある 
いはその他の行為が法令等に違反している（あるいは違反のおそれがある）と確信した場合に社員等の通報者が専用窓口に直接通報することが 
でき、かつ、その通報者に対する不利益な措置が禁止されることを定める。 
(6)取締役会は、他の業務執行部門から独立した内部監査担当部署を設置する。内部監査担当部署は、監査役および会計監査人と連携・協力の 
うえ、独立および客観的立場から内部統制システムの整備・運用状況を監視、検証し、定期的に内部監査の状況を取締役会に報告する。 
(7)取締役会は、内部監査の基本方針として内部監査規則を定め、当社の役員、社員および子会社に周知する。 
 
２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 
当社は、記録保管規則を定め、取締役会、経営会議および決裁の記録等取締役の職務の執行に係る文書を法令および当該規則等に従い適切 
に保存し管理する。 
 
３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 
(1)取締役会は、当社グループのリスク管理の基本方針として、リスク管理基本規則を定め、当社の役員、社員および子会社に周知する。 
(2)取締役会は、リスク管理担当部署を設置し、当社および子会社の規模、特性、業務内容に応じて異なるリスクを適切に管理する。リスク管理担 
当部署は、定期的にリスク管理の状況を取締役会に報告する。 
(3)取締役会は、当社グループの直面するリスクに見合った十分な自己資本を確保し適切な資本配賦等を行うため、子会社の自己資本充実度を 
評価し、必要に応じて、自己資本充実に向けた施策を実施する。 
(4)取締役会は、当社グループの危機発生時に迅速な対応と適切なリスク軽減措置を講じる体制を整備するため、コンティンジェンシー・プランを 
定め、当社の役員、社員および子会社に周知する。 
 
４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 
(1)取締役会は、決裁規則、組織・分掌規則等の社内規定を定め、職務の執行を効率的に行うために適切な態勢を構築する。 
(2)取締役会は、事業計画管理規則を定め、単体および連結の中期事業計画・年度事業計画を策定し、管理する。 
(3)事業計画策定担当部署は、定期的に事業計画の進捗状況を取締役会に報告する。 
 
５．当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 
(1)当社は、株主権の行使のほか、金融持株会社として子会社と経営管理契約を締結し、当該契約に基づく経営管理を行うことにより、子会社の 
業務の適正を確保する。 
(2)当社は、子会社がグループ経営に重大な影響を与える可能性のあるグループ内取引、グループ内の業務提携または新規事業を開始する場 
合は、事前にそれらの取引等の適切性・適法性を当該子会社と審議・検討のうえ、取締役会において決議または報告を行う。 
(3)当社の内部監査部門は、子会社の内部統制システムが適切に整備されているかに留意し、子会社の内部監査および外部監査の結果を監視 
し検証する。 
(4)当社および子会社は、親会社に当社グループの経営情報を必要に応じて提供し、また、親会社内部監査担当部署との連携を行う。 
 
６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項 
取締役は、監査役からその職務を補助すべき社員の配置要請があった場合には、当該社員を速やかに任命する。 
 
７．前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項 
監査役の職務を補助すべき社員の任免および人事考課については監査役の同意を必要とする。 
 
８．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制 
(1)取締役および社員は、監査役から事業の報告を求められた場合は、速やかに報告する。 
(2)取締役および社員は、社内通報制度を利用した通報を受理したときは、ただちに監査役に報告する。 
 
９．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 
代表取締役は、監査役との相互認識と信頼関係を深めるように努め、監査役監査の環境整備に必要な措置をとる。 
 

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 

＜反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方＞ 
当社は、次のとおり、「反社会的勢力排除に関するグループ基本方針」を定め、反社会的勢力とは断固として対決すべく、態勢の整備に取り組ん 
でいます。 
 
（反社会的勢力排除に関するグループ基本方針） 
１．当社グループは、反社会的勢力との関係を遮断することの社会的責任、コンプライアンスおよび企業防衛の観点からの重要性を十分認識し、 
反社会的勢力との関係遮断に向けた態勢を整備します。 
 



２．当社グループは、反社会的勢力による不当要求に対しては、断固として拒絶します。また、不当要求には組織として対応し、毅然とした姿勢で 
対応します。 
 
３．当社グループは、反社会的勢力から不当要求を受けたときに、適切な助言、協力を得ることができるよう、平素より警察等の外部専門機関との 
連携強化を図ります。 
 
 
＜反社会的勢力排除に向けた整備状況＞ 
 
・反社会的勢力対応部署を設け、また、不当要求防止責任者を任命しています。 
・社外専門機関との連携により、反社会的勢力の情報収集に取り組んでいます。 



Ⅴその他 

１．買収防衛策の導入の有無 

該当項目に関する補足説明 

―――  

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 

当社グループの会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、以下のとおりです。 
 
 
１．当社グループの適時開示に係る規則等の制定 
当社は、情報開示に関する全ての法令・規則に従うことを「行動規範」に定めるとともに、東京証券取引所の定める有価証券上場規程等に則り、 
適時開示を推進すること、および、適時開示に必要となる情報収集態勢等を「適時開示に関する規則」に定め、当社および当社グループの適切な 
情報開示を推進する体制を構築しております。 
 
２．当社グループの会社情報の適時開示に係る体制 
当社は、「適時開示に関する規則」に基づき、下記の役割を担うディスクロージャー・コミッティを設置しております。 
当社の役職員および子会社の重要開示情報取扱責任者（当該子会社の役員から選任され、当該子会社に関する重要な会社情報を収集する役 
割を担う。）は、重要事項が発生した場合には、ディスクロージャー・コミッティへ速やかに報告する態勢を構築しております。 
また、当社が開示すべき重要な会社情報を「ソニーフィナンシャルホールディングスグループにおける重要事項等に関する報告ガイドライン」に定 
め、当社の役職員および子会社の重要開示情報取扱責任者に周知しております。 
 
  「ディスクロージャー・コミッティ」の役割  
  （1）適時開示態勢の設計、導入、評価、維持に関して、代表取締役社長の判断を補佐する。 
  （2）グループ会社における重要な会社情報を迅速かつ網羅的に収集し、適時開示の要否ならびに適時開示内容の正確性、十分性、明瞭性、 
    公式性および公表の公平性、積極性を審議し、当該開示の決裁権者の判断に際し、必要な情報を提供する。 
 
 
ディスクロージャー・コミッティは、当社代表取締役社長が議長を務め、常勤の取締役および各部の部長等によって構成しておりますが、必要に 
応じて、構成員以外の当社およびグループ会社の役職員をディスクロージャー・コミッティに出席させ、幅広く、また正確な報告または意見を確認 
できるようにしております。 
 
株式公開会社として、関連法規および東京証券取引所の定める有価証券上場規程等に則り重要事項を正確、公正かつ適時に開示するとともに、 
情報開示に関する最善の慣行を追及すべく努めてまいります。 

買収防衛策の導入の有無 なし



監査部

ソニーフィナンシャルホールディングス

ソニー生命 ソニー銀行ソニー損保

・取締役/監査役兼職

・会議体への出席
・情報の共有・確認

経理部広報・ＩＲ部

会
計
監
査
人

経営会議

取締役会

監査役会
監査役

報酬等諮問委員会

総合管理部 人事・総務部経営企画部

・グループ方針等の伝達
・アドバイス

株主総会

コーポレート・ガバナンス体制の模式図


